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　本研究は 2015 年度  パール地震関  国際 急共同研究・

（ ）に「 パール地震後の都市部およ

部における住宅 建 スに関する研究（研究代 者：

大月 　 ）」に 出され、 を受けて実施し

た研究である。 には トの共同研究者である  

 の   

に をいただいた。 ンタ ー に ー ーの  

 をは め くの 々には 大の をいただいた。

をして を す。

 

１.研究の背景と目的 

東日本大震災で発生した福島第一原子力発電所（以下

「原発」という。）の事故により、原発周辺の自治体に対

し避難指示が行われ、発災から５年以上が経過した現在

もなお、多くの住民が自治体外への避難を余儀なくされ

ている１）。原発事故による避難者は、避難の過程で家族

や地域とのつながりがバラバラになり、避難生活を送っ

ている。そのため、避難者には孤立化や引きこもり、避

難生活の長期化によるストレスが生じるケースもある。 

福島県では、原発事故の避難者の長期の生活拠点とし

て、平成 29 年までに県内に 4,890 戸（70 地区）の「復

興公営住宅」を整備する予定である２）。復興公営住宅の

入居者は、高齢者が中心になることが予想されること３）、

また、応急仮設住宅等から再度の広域的な住み替えを伴

い、異なる原発事故の被災自治体の住民が同じ団地に居

住すること等の特徴を有する。そのため、復興公営住宅

では、長期居住に適したハードとしての環境の整備に併

せて、コミュニティの再構築や生活支援等のソフト施策 

を充実していくことが重要な課題となる。 

 

 

このため本稿では、復興公営住宅の入居者に対する「コ

ミュニティ形成支援」及び「生活支援サービス（見守り・

介護予防）の提供」に着目し、これらの取組みの現状と

問題点を明らかにし、復興公営住宅における効率的な生

活支援等の提供に係る課題を抽出することを目的とする。 

 

２.本研究の意義と研究方法 

災害公営住宅のコミュニティ形成や生活支援に関して

は、阪神・淡路大震災のものを中心に豊富な研究蓄積が

ある。既往研究では、入居者の高齢化や孤独等のコミュ

ニティ上の問題点の実態把握を通じて、入居者同士の共

助活動の支援や高齢化の進行に伴う LSAの派遣等の行政

サービスの提供の必要性等が指摘されている４）。一方、

本研究で扱う福島県復興公営住宅は、避難自治体の行政

サービスが行き届かない避難先で、異なる自治体の住民

間のコミュニティ形成や地域住民との関係性の構築、生

活支援に係る避難・受入自治体間の連携関係の構築の必

要性が大きい。こうした特徴のゆえ、従来の災害公営住

宅に比べて特殊かつ難しい課題を有する。しかし、福島 
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県復興公営住宅のコミュニティ形成及び生活支援 を

扱った研究は 在しておら 、本研究の は大きい５）。 

本研究の方 は、 １に示すとおり、復興公営住宅の

入居者支援に携わる 体への ア に くも

のである。 を通じて、取組みに係る ー を し、

実態の把握、問題の を行い、 の課題を した。 

 

.復興公営住宅の入居者へのコミュニティ形成 

支援の現状と課題 

.  コミュニティ の と  

復興公営住宅には、福島県により「コミュニティ交

」が されている。 ２に示す体 的な 体 の

構築のもとで ）、入居者同士の交 ・コミュニティ活動、

自治会の 成、周辺の地域住民や地域 ・行政との関

係 くりの支援が行われている（ １）。平成 2 年度

1 で、第一期住宅整備に併せて「いわき 」「

」「福島 ・会 」に事 所を設 して活動が行

われている。平成 28年度以 は、県内 70 所で整備予

定の復興公営住宅（ ２ ））のため、100 程度の体

に 、事 所の設 アも やされる予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  コミュニティ の の の  

コミュニティ交 の 本的な活動フローを整 した

ものが ３である。ま 、入居者が 定した で、入

居者同士の自 介の として入居 交 会を し、

交 のきっかけ くりを行う。入居 には、「コミュ

ニティ形成」と「自治会の 成」に けた支援を 行し

て行う。取組みの 要を以下に示す。 

 の コミュニティ形成支援 

コミュニティ形成に けて、復興公営住宅の 会所 ）

等を活 し、定期的な交 会（ 会・お 会等）や

トを する。入居者の交 会への を すため、

仮設住宅等の入居 から関わりのある社会福 会の

生活支援 等にも を要 し、併せて、 生活の

り事等を できる 会を設ける工 をしている。ま

た、地域住民や受入自治体の関係 関にも けし、入

居者と地域との交 を生み出す 会を設けている。 

  の 成の支援 

自治会は、団地の共有 間の （ ・共

、 等の徴 や 等）や入居者同士のコミュ

ニティ形成の 、避難先の自治体や地 組 等との対

外的な関係 くりの となる。このため、団地 体

（団地 ・会 ・ の 出）の整備や

団地 の 成の支援に併せて、自治会の 成を支援し

ている。 体的には、入居 交 会や入居 の交 会等

を通じて、自治会 を うキーマ の発 を行い、

者を 出・ し、自治会の ・自治会 成の 点

や 等について整 した を 成し、自治会

成のための 会の を支援している。また、地域住民 

調査対象 実施時期※ 調査項目（ヒアリング調査） 

福島県（土木部企画調整部避

難地域復興局等） 

平成 27 年

１、３月 

コミュニティ交流員制度概要

と取り組み内容 等 

「特定非営利活動法人3.11被災

者を支援するいわき連絡協議

会（通称みんぷく）」 

平成28年1

月（追加ﾋｱ

ﾘﾝｸﾞを８月

実施） 

コミュニティ交流員の活動

内容、調査対象地区（会

津、いわき地区）の取り組み

内容等 

避難自治体（福祉部局・社会福

祉協議会）[大熊町、富岡町、双

葉町、浪江町] 
平成28年６

月 

調査対象地区での復興公

営住宅入居者への見守り・

生活相談、介護予防サービ

スの提供実態（調査対象地

区） 

受入自治体（福祉部局・社会

福祉協議会）[会津若松市] 

福島県相双保険事務所いわき

出張所 
平成28年

１月 

復興公営住宅入居者への

介護予防サービスの提供

実態等 

出所：福島県土木部建築住宅課資料、企画調整部避難地域復興局生活拠点課へ

のヒアリング結果より作成。 

計画戸数：整備予定戸数 

完成戸数：平成28年5月時点

いわき市 

郡山市 

エリア 

福島市・ 

会津若松市 

エリア 

[福島市] 
計画戸数：475 戸 
完成戸数：129 戸 

[二本松市] 
計画戸数：346 戸 
完成戸数：0 戸 

[会津若松市] 
計画戸数：124 戸 
完成戸数：89 戸 

[郡山市] 
計画戸数：570 戸 
完成戸数 490 戸 

[三春町] 
計画戸数：217 戸 
完成戸数：53 戸 

[川俣町] 
計画戸数：120 戸 
完成戸数：0 戸 

[南相馬市] 
計画戸数 

：927 戸 
完成戸数 

：761 戸 

[いわき市] 
計画戸数：1,768 戸 
完成戸数：414 戸 

２ 復興公営住宅の と 

コミュニティ の活  

出所：福島県企画調整部避難地域復興局生活拠点課資料より作成

２ コミュニティ の  

１ 本 の ・ ・ 目

コ ミ ュ ニ テ ィ

交流員 

交流活動の支援、イベントの企画等を実施する現場の職

員。復興公営住宅 100 戸に２名程度を配置 

ス ー パ ー バ

イザー（SV） 

交流員の業務の指導・監督等（地元自治体との協議、地

域団体との連携協力等）。交流員 10 名に１名程度の配置 

全体総括 
SV、コミュニティ交流員の指導監督。研修計画の企画立

案・実施等（資質向上）。全組織に１名配置 

出所：福島県資料及びコミュニティ交流員のヒアリング結果より作成

復興公営住宅入居者と 
周辺地域との関係づくり支援 

・自治会の結成の支援 
・イベント交流活動開催、コミュニティ情報の発信 

・受入側自治体 
・地元町内会 
・地域資源（生活支援相

談員、NPO 等） 
との調整 

復興公営住宅 

コミュニティ 福島県  

復興公営住宅の入居者 
同士のコミュニティ形成支援 

入居者 

１ コミュニティ の活  

※ 調査ヒアリングは平成 24 年度から継続実施しているが、本稿のデータは平成 27
年１～８月の実施調査（震災から３年 10 か月から４年３か月時点）に基づく。 
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 復興公営住宅の入居 ・ 成 成  

 団地名 入居自治体 入居開 時 自治会結成 

会津

地区 

団地 
1  大、浪 27 年 1 月 27 年 7 月 

2,3  富、大、浪 27 年 1 月 27 年 8 月 

団地 富、大、双、浪 26 年 12 月 27 年 4 月 

いわ

き地

区 

団

地 

1,2  富 27 年 2 月 27 年 7 月 

3  大 

27 年 4 月 

結成 

4,5  浪 27 年 8 月 

5  双 27年10月 

団地 富、大、双、浪 27 年 4 月 27 年 7 月 

団地 富、大、浪 27 年 8 月 結成 

郡山

地区 

団地 富、大、双、浪 27 年 3 月 27年11月 

団地 富、大、双、浪 27 年 1 月 27 年 6 月 

団地 
1  双 26 年 11 月 27 年 6 月 

2  富、大、双、浪 27 年 9 月 結成 

団地 富 27 年 2 月 27 年 9 月 

団地 富、浪 26 年 12 月 27 年 4 月 

福島

地区 
団地 富、浪、  27 年 10 月 27年10月 

 

との交 に けて、地域の 内会 等と交 の 会を

設け、自治会 成 の地域の 内会 入への しを行

う ）。 ３は平成 27年 点で入居 された復興公営

住宅団地における自治会の 成状 を示している。12団

地のう 団地で自治会が 成されているが、 団地と

も入居 年程度で自治会 成に っている１ ）。 

.  ・ の の と課題 

復興公営住宅の立地する地域（自治体）や団地の ・

入居者等の特性により、コミュニティ形成や自治会の

成・ 内会 入の難しさや課題は異なる。このため、コ

ミュニティ交 は、 ３に示す 本フローを まえつ

つ現 とに 工 している。そこで、特性の異なる 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 の 区 の  

 会津地区（会津若松市） いわき地区（いわき市） 

地区

特  

・人 が で、避難者の受

入には 。 

・ 成市 地内に 団地を整

備。 

・避難者が し、地域住

との 部で発生。 

・大 の供 が ら 、

大 団地 整備。 

団地 団地 団地 団地 

概要 

3 50 戸、

4 て 、

会所 り 

1 20 戸、 4

、 会所 し 

6 200 戸、 5 、 

会所 り 

入居

者特

 

大熊町 41  

浪江町 3  

富岡町 2  

１戸 

51  

大熊町 12  

浪江町 4  

富岡町 3  

双葉町 3  

26  

1、2 ：富岡町 

3 ：大熊町 

4・5 ：浪江町 

6 ：双葉町、浪江町 

67  

備  ・町内会との関係づくりは 。 

・ 団地は 会所が

置。 団地と 同、 は 場等

を活 し、入居者 周辺住 等との

交流活動が 開 ている。 

・大 団地で、いわき市営

の災 公営住宅が 。

地域の町内会との関係づく

りが 。 会所活 の交

流活動は活発。 

「会 地区」に立地する 団地と、「いわき地区」に

立地する大 団地を対 に、コミュニティ交 の活

動の現状・工 点と、 の課題について整 した。 

４に対 とした地区及び団地の 要、 ４に取組み

の工 点を示す。 ４において は会 地区の団地、

はいわき地区の団地の取組みを示している。 

 の コミュニティ形成支援 

５はいわき地区の 団地、 は会 地区の ・

団地について、入居 年程度の 動期の交 会等

の 状 と入居者の 状 を示したものである。 
大 団地でのいわき地区・ 団地では、住 とに

入居者の避難 自治体が異なるため、 ５に示すとおり、 

自治会 住 同士の自発 交流・コミュニティ活動の 開へ 

出所：福島県資料及びコミュニティ交流員のヒアリング結果より作成

 
 
 

周辺
町内
会等
との
関係
づく
り 

入居 会の開催（県の県営住宅 事務所 催） 
・団地 ー 等の  

入居 交流会の開催（コミュニティ交流員 催） 
・入居者同士の わ 、地域情報の  

復興公営住宅への入居開  

復興公営住宅の入居者の 定 

出所：福島県資料及びコミュニティ交流員のヒアリング結果より作成

団地の 体制の整備支援 

団地 体制の組織 （団
地 人、会計、 場

人等の 出） 
団地の の 成（
会所の 、 の

・ 等） 

コミュニティ形成支援 

コミュニティ交流員
催に る 会所

での定期 交流
会（ 会、イベン
ト等）開催に る交
流活動 

自治会 入居者の
体に るコミュニ

ティ活動への支援 

  コミュニティ の の活 の 本  

の り。 ： 、 ： 、 ： 、 ： 、 ：

 

入居開 ・入居開 時のコミュニティ交流員の活動の概  

団地 体制の組織 、団地 等の
ー の 成の支援 

交流会の開催に る入居者同士の交流支援 

団地自治会
の 員 、
団地 人・
会計・ 場

人等の
団地 の

ー ンの発
・  

受入自治体との調整、
地元町内会等の周辺地
域との調整・関係づくり
（ ・交流会 等） 

入居者 

ー ン 

復興公営住宅団地 

コミュニティ交流員 

周辺地域 

地元自治体 

町内会 

（地 組織） 

自治会結成・町内会加入に る でのコミュニティ交流員の活動の概

入居者 体の
交流活動への

開の支援 

団地の自治会
結成の支援 

団地自治会と町内会の
関係づくり支援（町内会
への加入） 

入居者 

ー ン 

復興公営住宅団地 

コミュニティ交流員 

周辺地域 

町内会 

（地 組織）

自治会結成の支援 

団地自治会の結成支援 
団地自治会の地域町内会へ
の加入支援 
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コミュニティ交流員の取組み内容 地域・団地でのコミュニティ交流員の取組みの  

入
居
前 

入
居
開
始
後 

【大規模団地での異なるコミュニティ

の住民が交流しやすくする工夫☆】 

イベントには 住 の名 を

し、 する町 （避難元町

） 住 とに を 、入居

者同士が名 と を すく

する。 

【大規模団地での参加を促すための工夫☆】 

会所のイベントは目 に りが が、目 を に特定

の時 に 会所に り、 が き とをする「 り 」

を開催し、 人が自 に 加できる にする。 

の交流会は同 自治体の住 が住 住 で開催し、 加

を づ る（ に、 る自治体の住 が交流するイベントに

開していく）。 

【住民主体の交流活動に移行するための工夫★☆】 

会所のイベントを に入居者の 体 に き継 、入居者から 活動等のイベントの ー ン

を発 し、入居者と にイベントを る活動を ている。 

を 営してい 住 に 会所で を開く とを か 、 １ を開いている。

はコーヒー と を支 る入居者の の に り 営している。（ ） 

【団地管理人等の負担を軽減し、なり手を増やす工夫☆】 

会所の の を県の 者と調整し、ス ア ーを 、交流員と団地 人が 同で す

る 、 人の を し、 り を す の をしている。 

地内の ー 等の団地 の 形を予 交流員が 成し、 の団地の

に て団地 人等が を し すくする をしている。 

【団地入居者の管理の負担を軽減する工夫★】 

者 の入居者 では 難 等の の 業に いては業者にア ト ー ング し、

業者の 定・ の 定等の支援を ている。 

【自治会や町内会の必要性を認識してもらう工夫★】 

入居者に自治会の結成の 要 を して ら 、町内会 組 の 、町内会の 組み、町内会加

入の リ ト、 等に いて整 し、入居者が し すくする。 

【高齢化する小規模団地での自治会づくり等の工夫★】 

団地では、団地の自治会の結成と周辺の町内会への加入は二 １１）に り、住 の に

る 、団地の自治会を結成 、 の 町内会に加入する ている。 

② 団地管理人等の選出、 

団地の管理規約の策定支援 

団地の の

を 、団地 人等の

者の 出、団地の

の 定を支援する。 

入居者にと ての取り組みの

要  

居住者が自ら団地を する体

制を くる とで、 体の県

の を でき、団地 の

自治会 の基 づくりができ

る。 

【入居者同士の交流を促すための工夫★☆】 

自 介、 会を開催し、 みに る の取り組みを 。 

入居者の地元自治体の生活支援相談員に 加して ら とで、 の住 いからの みの人が

いる とで会 をし すくする。 、コミュニティ交流員 の人 関係等の情報を し すくする。 

【地域情報の共有化のための工夫★☆】 

地域の生活利 施 （ 、 等）の情報を と 、 を配 する。 

地域 とに ー が り 住 とト に り すい内容（ みの 法等）に いて する。 

【町内会との関係づくり★】 

地域の受入 体制が整 ている場 は、交流会に

町内会 に 加して ら 。入居者に町内会に加

入する利点等を して らい、入居者に町内会との

関係づくりを い時期から して ら 。 

【町内会との関係づくり☆】 

大 団地では自治会の立 上 が時 がかか

る 、町内会に団地で自治会を立 上 、町

内会との関係づくりをする の スを

し、町内会に き いの を して ら 。 

 入居前交流会の開催 

入居開 に、コミュニティ交

流員が 催で「入居 交流

会」を開催。 

 

入居者にと ての取り組みの

要  

避難 の地 の い地域で生

活する と、 見 ら 住

同士で生活する とは、入居者

にと て で り、入居者同

士 地域との 点を 会づ

くりができる。 

 のコミュニティ の の  

出所：福島県資料及びコミュニティ交流員のヒアリング結果より作成

 ：会津地区 団地、 団地の取組み 

 ：いわき地区 団地の取組み 

① 定期的な交流会の開催 

（お茶会、イベント等） 

復興公営住宅に 置 る

会所を活 し、入居者同士

の交流・コミュニティ活動を実

施する。 

 

入居者にと ての取り組みの

要  

入居者同士 地域住 が 見

りに る で く、相 交

流を す とで、避難 の 同

生活のコミュニティの基 づくり

ができる。 

入居者の 立 の防 を

る とができる。 

【地域住民と交流しやすくする工夫★☆】 

地域の の活動の発 会等を 会所で開催する。 供 で く、 の （地域住 ）に 加し

て らい、 交流の場を る。 

地域の町内会 に 加して らい、入居者が地域と 点を てる 会を る。 

【参加を促すための工夫★☆】 

住宅の入居時の関係者（見守り・生活相談活動をしている社会福祉協議会の生活支援相談員等）に

加して ら とで、 しい団地での り事等の相談をし すくする。 

交流イベントは 加者の ュ ー がし すく、 が 加し い 向が る。 の 、 大

等の の職業のス を き出し すいイベント（木 ベン づくり 調 等）を 、 加

を か る。 

【団地管理人等の候補者探しの工夫★☆】 

避難元自治体から 自治会会 等を てい 者等を して らい する。 

③ 団地自治会の結成、 

町内会への加入 

団地の自治会の立 上 を

支援する。 

入居者にと ての取り組みの

要  

入居者同士のコミュニティ 情

報 の基 、避難 の

地 組織等との対 関

係づくりの 整備ができる。 
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実施

数 

加  
（ 加者・  
 加 ） 

交流会（住 ） 
の のイベント 
（団地全体） 

       

5 月 5 201 40 （59 ） 
交流会 

[5 15] 
交流会 

[5 22] 

交流会 
[5 29] 

交流会 
[5 31] 

交流会 
[5 28] 

      

6 月 2 168 84 （25 ）       り 
[6 25～8 3] 

アー[8 6] 
会[8 17] 

     

7 月 4 174 44 （32 ） 
 交流会 

[7 3] 

交流会 
[7 10] 

交流会 
[7 17] 

      

8 月 3 202 67 （19 ） 会 [8 21]   

 
[8 25～

12 22] 

    
9 月 2 77 39 （11 ）      

アート 
スティバ  

[9 24～10 21] 
バス アー
[11 9] 

 

10 月 6 138 23 （7 ）  
交流会 

[10 2] 

 ト 
制  
[10 22～

12 10] 

  

11 月 5 129 26 （8 ）  
  

ベン  
制  
[11 2～

12 21] 

会[11 25] 
人会・ 

ﾝ [11 18] 

12 月 8 254 32 （9 ）  
 リス ス会 

[12 22～12 24] 
 

 

 

の交 会は住 で し、その に団地 体の

交 を目的とした な トが されている。交

会と トは （ ２ ） され

ている。交 会への と交 を すため、コミュニテ

ィ交 は のような工 をしている。 内

の戸 問 に入居者の ・ ・部 を整 し、

入居者同士の交 関係を把握した上で、 同士を っ

て するよう がけをする。 者の を住

に けし、入居者同士の と を えやすくする。 
しかし、こうした工 にもかかわら 、 状 は

しくない。 ５で入居者の 状 をみると、住

での の交 会は 体平 で 59 の が見られた

が、その は 率が 下してきており、 トの

率は１ を っている。高齢化が しい状 下で、

者が 定化しつつあり交 の 度の ない住民の 在

がコミュニティ交 への でも指摘されている。 
会 地区では、 な B 団地に 会所が設 されて

ない問題が大きい。 の 対的に の大きい A 団地

に 会所が設 されているため、交 会は A 団地の 会

所において２団地合同で されている。 で 状

を見ると、交 会の 体 率は２ に まってい

る。 等の トも １ ２ されている

が、その 率はさらに い。コミュニティ交 への

では、 期間に B 団地の 者が特に なくなるこ

と、住民の としても住 内に 会 の の要 が大

きいことが指摘されており、 会所のない団地でのコミ

ュニティ形成の 進は大きな課題であると える１２）。 

また、特定の目的の トはその内 に関心のない

者の は にくい。 地区の共通の課題として、交

度の ない者の を す けとともに、特定目的

の ト けでなく、 な者が自 に できる

交 の け くりが重要と える１３）。 

  
開催  交流会・イベントの内容 加人数 （ ） は 加 ※ 

1 月 26  春交流会（ ﾞﾝ 、 、 ） 入居者 31 名 （24 ） 

2 月 18  （サ テンづくり） 入居者 8 名（6 ） 

2 月 29  交流会（ 会、 ） 
入居者 33 名（25 ） 

町内会 2 名 

3 月 4  （ 、 会） 
入居者 15 名（11 ） 

の ｱ ﾝ ー1 名 

3 月 9  （サ テンづくり） 入居者 5 名（4 ） 

3 月 15  交流会（ 会、 ） 
入居者 27 名（21 ） 

町内会 2 名 

5 月 19  会 入居者 19 名（15 ） 

6 月 1  の会（ 制 ） 入居者 8 名（6 ） 

  

 の 成 への 入の支援 

団地 との特性により自治会の 成の課題は異なる。 
いわき地区の C 団地では、４ が住 で入居する

大 団地であるため、団地 体で一つの自治会の 成

では自治会活動に支 を来す。このため、 住 で

自治会を 成し、その に 体を る連合自治会を

成することとしている。しかし、住 （避難自治体）

とに のなり の有 等の状 が異なり、自治会が

成の住 がある（ ４）な 、連合自治会の 成の

みが うまで 間を要している。高齢化の しい大

公営住宅団地での自治会の 成は課題であると える。 
一方、入居者 の ない 団地では団地自治会が

能しにくい。会 地区のB団地では自治会を 成せ 、

地域 内会に 入する工 をしている１４）。 

団地自治会の 成 は、地域での交 に けて地域

内会へ 入することが一 的である。会 地区では、

団地であり、地域 内会への 入が に行われた。

しかし、いわき の C 団地では、団地自治会が既 の地

域 内会の をしの 大 であるため、 内会との

関係の構築はま 進 でいない１５）。団地連合自治会の

成 に、地域 内会との交 を することとされてい

るが、団地と地域との関係 くりは、交 会の 等と

も連携して 的に進めていくことが必要と える。 

 区の の の 状 と 状 成  

出所：コミュニティ交流員のヒアリング結果より作成

出所：コミュニティ交流員の ヒアリング結果より作成

 区の の ・
の 状 と 状 成  

の 地の 住 点 り  

  りの 。  りの 。 の ： 、 、

、 成  
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復興公営住宅の入居者への生活支援

・ の の の現状と課題 

復興公営住宅の入居者は高齢者が中心であり１ ）、

も さい。コミュニティ形成に えて、見守り・生

活 や介護予防等による生活支援が められる。 

.  ・生活 の 状 と課題  

コミュニティ交 の活動の中で入居者の日 の状

が行われているが１ ）、高齢者等の生活の 心 の

ためには、社会福 会（以下「社 」という。）の生

活支援 等による 的な生活 と一体となった

問による見守りが められる。 は会 地区及

びいわき地区の避難自治体による見守り・生活 の実

施状 と、受入自治体における支援状 を示している。

また、 ４に示した復興公営住宅の入居者に対する提供

スキー を整 したのが ５及び である。 

会 地区では、会 に社 能を いている大

では見守り・生活 を行っているが１ ）、その の

避難自治体の住民に対しては、受入自治体の会

社 がサービス提供を っている。会 社 の取 

 ・生活 の 状  

 会津地区 いわき地区 

 

 

・社協郡山事務所で、 住

宅・ 上 住宅、復興公営住宅を

対象に実施。生活支援相談員は 8

名。 地区 は 4 名、2 ー

（1 ー 2 名）で活動。 

・復興公営住宅は 者を に 1

月程度の 度で する予定

で るが、現時点で 、会津

若松市社協・大熊町社協の 時

に情報提供を受 ている。 

・社協いわき支所で、 住

宅・ 上 住宅、復興公営住宅

を対象に実施。 

・生活支援相談員は 18 名。

復興公営住宅 は 6 名、3

ー （1 ー 2 名）で活動。 

・平 １ 程度の 度で 。

居 者等 を要する者

は数 に１ 程度と 度を上

て 。 

 

・社協会津若松出張所で、

住宅・ 上 住宅、復興公営住

宅を対象に実施。 

・生活支援相談員は 6 名、3 ー

（1 ー 2 名）で活動。 

・対象者に て 度を て

いる。 ン は 者等で１

に１ 、 ン は

者で 1 月に１ 、 ン は の

の者で 3 月に１ 程度。 

・社協いわき連絡所で、

住宅・ 上 住宅、復興公営住

宅を対象に実施。 

・生活支援相談員は14名、7 ー

（1 ー 2 名）で活動。 

・ 度は 1 月 に 1 から

2 月に 1 程度。 

・会津地区と同 の ン 度

での が目 が、エリアが

く避難者 い 難しい。 

 

・会津若松市社協に して実施。

町社協は 2 月に 1 、会津若松

市社協に同 して 。 

・社協いわき本部で、 住

宅・ 上 住宅、復興公営住宅

を対象に実施。 

・生活支援相談員は5名。

数は平 3 月に１ 程度（要

支援者は 度を上 る）。 

 

・基本は会津若松市社協に 。2

月に 1 、会津若松市社協に同

して 。 

・福島県相双保 福祉事務所に

して実施。 

・保 ・ 護 が戸 。 

入

 

・会津若松市社協が大熊町 の

避難自治体の住 （ 住

宅・ 上 住宅、復興公営住宅を

対象）に対して実施。 

・対象者のニー に て 度

を ている。 ン は の

者等で１ に１ 、 ン は

居 者等で１ 月に２ 、

ン は１ 月に１ 、 ン は数

月～ 年に１ 程度。 

・いわき市社協が、 住

宅・ 上 住宅等の入居者に、

戸 に る見守り、生活・

相談等を実施。 

・復興公営住宅に入居し 場

は、本人の が 継続し

て実施。 

組みの特徴として、避難自治体の社 に対し、２か に

１ の 度で同行 問するよう要 している。また、２

か に１ 、会 社 、避難自治体の 社 、

心のケア ー、コミュニティ交 等の関係者が一

同に会した連 会を し、 の共有化を っている。 
避難者の 中するいわき地区では、多くの避難自治体

が社 能を いて 見守り・生活 を行っている

が、 避難自治体の避難者 ・生活 の 等

により 問 度にはバラ キがある。一方、 は同

地区に社 能がなく１ ）、福島県 福 事 所に

して対応している。なお、C 団地では現在、避難自

治体の社 、いわき 社 、コミュニティ交 で

共有のための連 会 を １ しているが、

社 は していない。入居者の 心居住の のため

には、 ての避難自治体の社 、コミュニティ交 等

の関係者の連携での見守り・生活 体 の構築と、連

・ 整体 の 化を っていくことが課題と える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

見守り・生活相談 

見守り・生活相談 

 復興公営住宅入居者への 区  

 復興公営住宅入居者への 区  

大熊町  富岡町  双葉町  浪江町  

会津若松市（受入自治体） 

・大熊町 の町 からの に り、会津若松市

の生活支援相談員が実施。対象者のニー に

て、 ン を 、 度を る。 

・2 か月に 1 、避難元自治体の社協と同  

避難自治体（社協の生活支援相談員） 

・市内に 点を き
実施 

・対象者に て、
度 を る

（ 1 月１
3 か月に１ ） 

大熊町 

・郡山市に 点を き、
者を に実施予

定（月１ ） 
・会津若松社協、大熊町
社協と連携し、入居者
の 時の情報を入  

 

富岡町 

・基本は会津若松
市社協に 。 

・2 か月に１ 程
度、会津若松市社
協に同  

 

双葉町 浪江町 

見守り・生活相談 

団地・ 団地 

コミュニティ交流員 

・ のコミュニティ
形成の支援活動の

で の の
 

見守り・生活相談  （見守り） 

いわき市（受入自治体） 
・ 時提供住宅入居者に対して

し、見守り・ 相談等 
・復興公営住宅に入居し

が 継続して  

避難自治体（社協の生活支援相談員） 

・市内に 点を置き実
施。 度は 2 か
月に１ 程度 

・対象者に て、
度を る（

1 月１ 3 か
月に１ ） 

大熊町 

・市内に 点
を き実施。

度は
1 程度、
居 者

は数 に１
程度 

富岡町 双葉町 浪江町 

見守り・生活相談 

団地 

コミュニティ交流員 

・ のコミュニティ
形成の支援活動
の で の

の  

見守り・生活相談 

・市内に 点
を き実施。

度は
３ 月に 1
程度（ は
月 2 の
点 ） 

見守り・生活相談 見守り・生活相談 

福島県相双
保 福祉事
務所 

・保 、

護 が実施 

・福島県
相双保

福祉
事務所
に  

 

大熊町  富岡町  双葉町  浪江町  
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.  の 状 と課題 

 入居高齢者等の心 ・生活 能の 下を予防し、自立

した らしを支えるためには、コミュニティ活動を通じ

た じこもり防 に えて、介護予防の体 ・ 発

等の介護予防（一 予防）サービスの提供が められる。 
は会 地区及びいわき地区の避難自治体による介

護予防サービスの実施状 と、受入自治体における支援

状 を示したものである。また、会 地区及びいわき地

区の復興公営住宅の入居者に対する介護予防サービスの

提供スキー を整 したのが 及び である。 
会 地区では、大 が A 団地の 会所で、介護予防

体 （ １ ）、 （ か に１ 程度）を実

施しているが、 の避難自治体での取組みはない。大

の介護予防体 等は の避難自治体の入居者も

能としているが、大 のため の避難者の

はない２ ）。一方、受入自治体の会 は、 内

地区の公民 やコミュニティ ー等で、 民 け

の介護予防 を しており、原発避難者も 能

としているが、実態として はされていない２１）。この

ため、 られた福 を 大 活 し、復興公営住宅

の 入居者が しやすいしくみ くりが課題と える。 
一方、いわき地区の C 団地では、コミュニティ交

の ・ 整の下で、受入自治体の を有効活 した

サービス提供が進められている。避難自治体による住民

を対 とした介護予防サービスは提供されていないが、

いわき の住民 介護予防事 による ルバー体

と、地域 の 家（ ハビ テー ）によ

る介護予防体 が、 １ つ されている。

また、体 の にあわせて、福島県 福

事 所いわき出 所の ・ 護 による （

・ 定等）が されている。こうした既

の連携による取組みを ての復興公営住宅に し

ていく必要があるが、課題は体 等の 度を高

め、介護予防の効 をより高めることである２２）。 と

なるのが、いわき 内の応急仮設住宅地域等で実施され

ている「４ 連携による介護予防事 」である（ ）。

いわき 内に大 の避難者がいる富 ・大 ・

・ の４ では、福 は られ、 独では

度の高い介護予防体 等の は難しい。そこで、

福島県 事 所いわき出 所が 整 を い、４

が連携・ し、 が提供する介護予防サービスを

の避難者も できるようにしている。こうした避

難自治体の ・連携の取組みは、いわき地区 けでな 

 の 状  

 

大熊町 

（会津

地区で

実施） 

・ 団地の 会所を いて、介護予防体 ・ を実

施。 度は介護予防体 は月に１ 、 は平 する

と数 月に１ 程度。 

・ 団地の住 利 できるが、 期は利 が い。 

入

 

会津 

若松市 

・市 向 の介護予防 （地域 括支援 ンターが 地区

の公 コミュニティ ンター、町内会 等で開催）等を

実施。 発避難者 市 と同 に利 は 。 

いわき 

市 

・住 加 介護予防事業として、 成し 体 指導士を自

活動をする地域に する バー体 を実施。 

 

いわき 

地区 

・地域の生協 （通所リ ビリテー ン）が、いわき市内

の復興公営住宅の 会所で介護予防体 を開催。 

・県双相保 福祉事務所いわき出張所が、復興公営住宅で

開催 る体 に て、 等を実施。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 復興公営住宅入居者への の 

区  

 復興公営住宅入居者への の 

区  

出所： の 部局へのヒアリング結果 より作成

 の

 

     福  

福島県 福   

  

住宅

の

 

者  

の 者  

 者  

  

   

  

避難自治体 

・ 団地の 会所で、介護予防体
（月１ ）、 （数か月に１
程度）を実施 

大熊町 富岡町、双葉町、浪江町 
・復興公営住宅の 会所等を い

入居者への介護予防活動は
実施 

会所 

（介護予防 の開催） 
大熊町  

富岡町  双葉町  

浪江町  

大熊町 の

加  

加 

発避難者 市 同 に 加  

団地
の入居
者 

 

市 向 の介護予防の開催 

団地 
 

 

 

 

・ 開 催
度 が

い。 
・ 大 熊町

の
町 が

加 し
にくい。 

・介護予防 、いきいきわくわく介護予防  
・介護予防  

会津若松市（受入自治体） 
・避難者が 加しにくい 
・復興公営住宅からの会
場 での 動 が
保 てい い 

 

加 

   

 
会所 

（介護予防 の開催） 大熊町  浪江町  

富岡町  双葉町  

加 

大熊町、富岡町、双葉町、浪江町（避難自治体） 

・復興公営住宅の 会所等を い 入居者への介護予防活動は 実施 

団地 

・ の実施

（ 、

定等の

等） 

福島県相双 

保 福祉事務所 

いわき出張所 

いわき市 

保 福祉部 

・住 加 介護予
防事業に る バ
ー体  

・ 成し 体 指導士
を 、自 介
護予防活動を 開 

 通り  

生活協同組  

・生協 （通
所リ ビリテー

ン）のリ
ビリ 等
に るに る介
護予防体  

 

 

 

連携 
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く、会 地区の復興公営住宅でも される必要がある。

そのためには、 での い の 成と 以外の住

民が しやすいしくみ くりが課題と える２３）。 
 

と と の課題 

 本稿では、福島県の復興公営住宅を対 とし、第一に、

コミュニティ形成や自治会 成について、コミュニティ

交 が地区・団地の特性に応じた な工 を らし

支援している実態を明らかにした。課題として に の

を た。 コミュニティ形成については、交 度

の ない者の交 会等への を すしかけと、 な

者が自 に できる交 のしくみ くりが重要となる。

また、 会所のない 団地では 動期のコミュニテ

ィ形成・住民交 が大きな課題であり、復興公営住宅の

入居者特性からは、 会 間の設 が である。

自治会 成については、 の避難自治体が入居する大

団地における連合自治会の 成の みを えるこ

とと、地域 内会との 的な関係 くりが課題である。 
 第 に、高齢化の しい入居者構成を まえ、見守り・

生活 、介護予防の提供の実態を明らかにした。課題

として に の を た。 見守り・生活 につい

ては、受入自治体の社 や避難自治体自らな 、地区に

よって提供 体が大きく異なっている。しかし、サービ

スは であり、その充実化に けては、避難自治体

及び受入自治体の社 、コミュニティ交 等の連携に

よるサービス提供と 共有体 の 化が課題である。

介護予防についても、地区によって提供 体が大きく

異なるが、サービス提供が行き届いていない避難者がい

るな 、さらに である。効 的で充実したサービ

ス提供に けては、 い の 成を りつつ、避難自治

体の と受入自治体との連携 化により、 られた

の有効活 による提供体 くりが課題である。 
また、本稿で対 とした、「コミュニティ形成」、「見守

り」、「介護予防」はそれ れ異なる 体により提供され

ているが、居住の 心の に けては、コミュニティ

交 の ・ 整のもと、 サービス提供者の連携体

を構築していくことも大きな課題と える２４）。 
なお、 の研究課題としては、本対 団地での 間

での取組みの 化を する必要がある。また、本稿

では扱っていない入居者ニー の実態把握とそれに

くサービス提供の を行う必要がある。こうした成

を まえ、 供 が本 化する復興公営住宅における

入居者の生活を支える支援体 の方策を提 したい。 

 
1  の の避難者 （ による。 28 年 現在）
は、富 1 ,019 、大 10, 9 、 ,9 8 、
20,8 2 、 ,70 で、 以上が 避難している。 

2  福島復興再生特 に き整備される住宅。 度上は災害公
営住宅と同 であるが、福島県では「復興公営住宅」と している。
整備戸 は「第 福島県復興公営住宅整備 平成2 年 12 」
及び復興 「住まいの復興工程 平成27年 現在 」による（こ
の には原発被災 等が整備する 営の住宅も まれる）。 
 復興 ・福島県・原発被災自治体の共同で実施されている住民

の平成2 年度第 2 によると、 原発被災自治体とも年齢
が高くなるにつれ復興公営住宅の入居 が える（ 4 ）。 

4） え 、 な研究 として、 1 がある。 
）高い 率で発生が予想されている 下 地震な 、 の広
域的な避難の発生が想定される大 災害 における災害公営住宅
整備に対して本研究は有 な 見を提供するものと えられる。な
お、福島県の復興公営住宅を扱ったものに 4 があるが、復興公
営住宅の 要や整備方 を中心に じており、コミュニティ交
の活動や介護予防等の は れていない。また、福島県内の地震・

被災者 け災害公営住宅を扱ったものに があるが、本研
究とは異なり、 独自治体の被災者 け公営住宅であり、 ループ
入居以外によるコミュニティ形成以外については扱われていない。 
 福島県の「生活拠点コミュニティ事 」として実施され、事 の
には「コミュニティ復活交 （福島再生 化交 ）」の関連
整備等事 「被災者生活支援事 」が いられている。 

7）下 は 地 （ A ）
から入 した福島県 を 者の を て 工したものである。 

8  復興公営住宅には原 会所（ 団地の 合は住 内の 会
）が設 されることとなっている。た し、 に既設県営住宅

の 会所や地区 会所等がある団地には設 されない 合がある。 
9）コミュニティ交 は、入居 の い 期から地 内会と交

会を つ。 体の 期は団地・地域によって異なるが、受入に
的な会 地区では、入居 交 会の から 整している。 

10  入居者の高齢化、 たなコミュニティ形成の点から、コミュニティ
交 も入居 年を自治会 成の目 としているという。 

11）高齢化する な団地では、団地自治会と地域 内会が 重構
にならないように入居者に めており、 重構 となる団地の事
はない。しかし入居者の の自 が されている ではない。 

12  要 を まえ、 団地内にある き住戸１戸を 会 として活 す
る方 での が大 から県に 上 られている。 

1  交 会は現在コミュニティ交 であるが、 来的には住民の
自発的活動へと し、 的なコミュニティ形成に ていくこ
とも課題である。特にコミュニティ交 度の は国の交
に しており、 来的な事 の 性は されていない は、
団地内の ー ーの発 ・ 成に取り組 必要がある。 

14  コミュニティ交 が 整し、 内会長に入居 交 会や入居 の
交 会等に してもらい、 内会との関係 くりを進めている。 

1  いわき では、住宅復興 要が大きく、 地 辺部に大 団地
を整備せ るを ない。避難者の 中による 路・施設の 等に
より、地 住民の一部に があることも要 の一つである。 

1  ４に示すとおり、入居 点の高齢化率はA団地 1 、 団地
は実に 7 である。入居 されている 復興公営住宅における入
居者の平 高齢化率は 0 4 である（ 27年 9 現在）。  

17  コミュニティ交 は、戸 問による交 会・ トの 内の
等を通じて、 やかな見守りの 能も っている。 

18  大 の 、 社 事 所は会 に している。会
では大 の避難住民はいわき に いで多く、社 を中心に

避難住民に対する見守り・生活支援サービスが提供されている。 
19  の住民は、福島 、 本 等の県中通りに多く避難し、

・ 社 事 所も 本 に している。社 の も避難の
過程で するな し、マ ワー的にいわき の避難住民への見
守り・生活支援サービスは、自 では対応できない状 である。 

20  内は大 の広 と ットで、大 民 けに されて
いる。コミュニティ交 や自治会を通じて、大 民以外にも
提供されているが、 の事 であるため が進 でいない。 

21  住民 を していない避難住民も 民扱いで 能であるが、
を たない高齢者には、復興公営住宅から い介護予防体 の会
までの 動 がない。 動バスの 等が課題と指摘されている。 

22  心 ・生活 能の 下の予防には、 ２ の介護予防 の 度で
は であり、高齢者の 活発な生活の になりにくい。 

2  は、同じ の住民同志や ラ ティア、なじみの生活支援
・ 等が同行して一 に するな の工 が必要である。 

24） 団地では、コミュニティ形成と４ 介護予防活動の連携を
るため、コミュニティ交 や社 等の関係者による復興公営住宅
実 者会 を し、関係 体間の 整体 くりが まっている。 

 
1  明 か：災害復興公営住宅入居 における居住 間特性の
化と社会的「孤立化」 阪神・淡路大震災の事 を通して、日本 築

学会 、第 11 、2007 年 1 、日本 築学会  2
か： 災害復興公営住宅入居高齢者に対する生活援助の

実態とニー 災害復興公営住宅における住生活に関する研究 その
２、平成11年度日本 築学会 支部研究 ・ 9 、1999
年 、日本 築学会  ） 原 子 か：災害復興公営住宅団地
における高齢者のコミュニティ形成に関する研究、平成1 年度日本
築学会 支部研究 ・ 4 、200 年 、日本 築学会  
4 長谷川洋 福島原子力災害避難者の長期避難生活拠点の形成に け
た取組みと課題、 住宅学8 、2014年 7 、 住宅学会   

子、 川 、 本 子：福島県いわき における ・
地震被災者 け公営住宅の供 に関する 豊間地区におけるコミ
ュニティ形成をめ した ループ入居に着目して 公 社団日本

学会 L49  2014年 10   

住宅系研究報告会論文集11　日本建築学会　2016.12

－ 58 －


